
【目的】
○技能労働者の処遇の向上、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保
○法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

社会保険等未加入対策の強化について
※「社会保険等」…健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

上天草市
令和５年６月～

【社会保険等の加入に必要な法定福利費の確保に向けた取組み】
社会保険等への加入を一層推進していくためには、加入に必要な法定福利費が契約段階で確保さ
れることが重要です。元請業者は、法定福利費を適切に含んだ額による下請契約を締結してくだ
さい。

法定福利費を明示した「請負代金内訳」の提出が必要です

受注者(元請)は、契約締結後１４日以内に社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳
書を発注者(工事監督職員)に提出してください。（上天草市公共工事請負契約約款第３条関係）
ただし、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費を明示してある場合は、その工事費内訳

書を請負代金内訳書として取扱いますので、請負代金内訳書の提出は不要です。

※明示しなければならない法定福利費は、建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会
保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の事業主負担分が対象です。

建設工事(随意契約を除く)にお
いて、入札公告時、予定価格に
含まれる法定福利費の概算額を
公表しています。

※予定価格に工種別の平均割合を乗じて
算出したものであり、実際に事業主が負
担する額は労働者の雇用形態等の実情に
より異なります。

【下請業者を社会保険等に加入する業者に限定】
公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する
建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であることを踏まえ、社会保険等に未加入であ
るである建設業者を下請負人とすることを禁止します。

※これらの内容について、常時使用する労働者が５人未満の個人事業所や一人親方等健康保険、厚生年金保険に加入す
る義務のないものは適用除外となります。

受注者(元請)は、社会保険等未加入業者を下請負人(二次以下含む)にできません

違反した場合は、受注者(元請)に対して、違約金の請求を行います。（上天草市公共工事請負契
約約款第７条の２関係）
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①下請契約の締結

※特別の事情があると発注者が認める場合は、発注者が指定する期間内
(30日)に加入することを条件に下請契約の相手方として可。
⇒③により、特別の事情を有すると認められない場合、又は期間内に
加入が確認できる書類の提出がない場合は、④へ。

②施行体制台帳の提出

④違約金の請求
(①の最終金額の１０％)

③理由書、確認書類
の提出

※特別の事情があると発注者が認める場合、又は発注者が指定する期間内
(30日)に加入が確認できる書類を提出する場合は下請負人として可。
⇒④により、特別の事情を有すると認められず、かつ、期間内に加入が確
認できる書類の提出がない場合は、⑤へ。

②下請契約
の締結

①下請契約
の締結

③施行体制台帳の提出

⑤違約金の請求
(②の最終金額の５％)

④理由書、確認書類
の提出

様式例

請負代金内訳書には、

工事費内訳書に記載
が必要な項目

を記載してください。

工事価格に占める
法定福利費の額

※様式は任意


